
奈
良
県
告
示
第
七
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
生
駒

市
長
か
ら
次
の
と
お
り
町
の
区
域
及
び
名
称
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
三
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

な
お
、
関
係
の
区
域
は
、
別
図
１
（
変
更
前
）
及
び
別
図
２
（
変
更
後
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

新
町
名

現
町
名

新

町

と

な

る

区

域

上
町
（
一

上
町
二
九
八
一
の
二
、
三
〇
一
五
、
三
〇
四
四
の
四
、
三
〇
五
六
、

上
町
台

部
）

三
〇
六
一
の
一
か
ら
三
〇
六
一
の
四
ま
で
、
三
一
〇
〇
の
一
四
九
か

ら
三
一
〇
〇
の
一
五
一
ま
で
、
三
一
〇
〇
の
一
五
四
か
ら
三
一
〇
〇

の
一
五
九
ま
で
、
三
一
三
五
か
ら
三
一
三
九
ま
で
、
三
一
六
四
の
一

か
ら
三
一
六
四
の
七
ま
で
、
三
一
六
五
の
二
、
三
一
七
五
の
四
、
三

一
七
五
の
六
か
ら
三
一
七
五
の
八
ま
で
、
三
一
七
七
の
一
か
ら
三
一

七
七
の
三
ま
で
、
三
一
七
八
の
一
、
三
一
七
八
の
二
、
三
一
七
九
、

三
一
八
〇
の
三
か
ら
三
一
八
〇
の
五
ま
で
、
三
一
八
二
の
一
、
三
一

八
二
の
二
、
三
一
八
三
の
一
、
三
一
八
三
の
二
、
三
一
八
四
か
ら
三

一
八
六
ま
で
、
三
一
八
八
か
ら
三
一
九
五
ま
で
、
三
一
九
六
の
一
、

三
一
九
六
の
二
、
三
一
九
七
か
ら
三
二
〇
二
ま
で
、
三
二
〇
三
の
一
、

三
二
〇
三
の
二
、
三
二
〇
四
か
ら
三
二
〇
九
ま
で
、
三
二
一
一
、
三

二
一
二
の
一
、
三
二
一
二
の
二
、
三
二
一
三
の
一
、
三
二
一
三
の
二
、

三
二
一
四
の
一
か
ら
三
二
一
四
の
一
二
ま
で
、
三
二
一
六
、
三
二
一

七
の
一
、
三
二
二
〇
、
三
二
二
四
、
三
二
二
五
、
三
二
四
四
、
三
二

四
八
か
ら
三
二
九
五
ま
で
、
三
二
九
七
、
三
二
九
八
、
三
三
〇
一
、

三
三
四
八
か
ら
三
三
五
〇
ま
で
、
三
三
五
三
の
一
か
ら
三
三
五
三
の

六
ま
で
、
三
三
五
四
の
一
、
三
三
五
四
の
二
、
三
三
五
五
か
ら
三
三

六
一
ま
で
、
三
三
七
八
、
五
八
〇
八
か
ら
五
八
一
〇
ま
で
、
五
八
一

二
、
五
八
一
三
、
五
八
一
五
の
一
、
五
八
一
五
の
二
、
五
八
一
六
の



一
及
び
五
八
一
六
の
二
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
及
び
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

白
庭
台
二

白
庭
台
二
丁
目
三
一
〇
〇
の
一
五
二
並
び
に
こ
の
区
域
に
隣
接
介
在

丁
目
（
一

す
る
道
路
及
び
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

部
）






		2009-06-11T18:17:29+0900
	naraken.




